
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内会回覧 

交通安全情報北広島 №１ 

北広島市交通安全運動推進委員会 

令和２年 4 月 1 日発行 

 

 春の訪れとともに、今年も入学（園）式の季節となりました。 
 たくさんの希望を胸に、元気に登校、登園する子ども達の姿が見られます。 
 今春、市内の小学校には、約 385 人の新 1 年生が入学されます。 
 子ども達は、少しずつ保護者から離れ、「独り立ち」がはじまります。 

保護者の方は、子どもの成長を喜ぶ反面、交通事故に遭わないかなど、様々な面で心配も多
くあるでしょう。 
 交通事故防止のためには「自分の命は自分で守る」という意識付けが大切であり、交差点
や横断歩道を渡る際は「止まる・見る・待つ」を身体で覚えさせることが大事です。 
 また、毎日の通学路について、どういうところが危険なのか、子どもと一緒に子どもの目線
で確認しておくことも必要なことです。 
 かけがえのない子ども達を、家族・地域で見守っていきましょう。 

運動期間 ４月６日（月）～４月 15 日（水） 

年間スローガン 【ストップ・ザ・交通事故 ～ めざせ 安全で安心な北海道】 

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計

発生件数 17 7 12 9 9 14 9 8 14 16 10 11 136

死 者 数 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

傷 者 数 25 10 15 10 13 16 11 12 15 18 10 13 168

令和元年中、交通事故の発生件数は 136 件で前年より９件減少しましたが、３月に道道栗山北広
島線で発生した単独事故により運転していた方が亡くなるという交通死亡事故が発生しました。 

昨年は、６月から８月にかけて前年より事故が減少しましたが、９月と 10 月に事故が増加しま
した。また、１件で複数の方が負傷する事故が散見されるため、全席シートベルトの着用とスピード
ダウンの励行、交差点での確実な安全確認を行い、交通事故防止に努めましょう。 

歩行者の方は、交通ルールを守ることはもちろん、反射材の着用、明るい服装の着用に心がけ、自
分の身は自分で守るという意識を持ちましょう。 

 

ご入学・ご入園おめでとうございます 

運動重点 ○ 子供を始めとする歩行者の安全の確保 
     ○ 高齢運転者等の安全運転の励行 
     ○ 自転車の安全利用の推進 
交通事故死ゼロを目指す日 4 月 10 日（金） 

デイ・ライト運動 
への参加方法 

○デイ・ライト運動は、ドライバーなら誰でも自由に参加できます。 
○運転開始時、「シートベルトの着用」にあわせて、ライトを近目で点灯しましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車の交通事故防止について 

① 自転車の点検整備とヘルメットの着用 
  使用する前に自転車のブレーキ、ライト、タイヤ等の点検を行いましょう。また、転倒時の 
 ケガを防止するために乗車用ヘルメットを着用しましょう。 
② 法令の遵守 
  自転車は、車両の仲間になります。原則は車道の左側通行、信号を守る、 
 交差点での一時停止と安全確認、飲酒運転の厳禁、夜間のライト点灯、 
音楽を聴く・携帯電話を使用しながらの運転の禁止、二人乗りの禁止 
などの法令を守りましょう。 

③ 自転車損害賠償保険等の加入 
  万が一の事故に備え自転車損害賠償保険等に加入しましょう。 

雪解けが早まり、自転車を利用する人が増える季節を迎えました。それに合わせて自転車が当事者と
なる事故の発生が予想されます。昨年は、北広島市内で自転車が当事者となる事故が１３件発生し、重
傷者１人を含む１３人が負傷しています。 
自転車乗用中の交通事故を防止するために、次のことに注意しましょう。 

昨年道内では交通事故により車両乗車中に７７人の方が亡くなりましたが、このうちシートベルト非着用者は２８人

で、２０人はシートベルトを着用していれば助かった可能性が高いとのことです。 

「近いから」「いつもベルトしていないから」「後ろの席だから」などと思ってシートベルトをしなかったことはありません

か。後部座席の人がシートベルトをしなかったことにより、前席の人を圧迫死させるおそれがあります。 

また、「子どもがぐずるから」「大人が抱っこしているから大丈夫」などの理由で 

チャイルドシートを使用しないと、取り返しのつかない事故になります。 

体重５キログラムの子どもを抱っこしていた場合、時速約４０キロで衝突した 

瞬間、体重の約３０倍の１５０キロの衝撃が腕にかかることになり、腕で支える 

ことは不可能です。結果的に車内で激しくぶつかったり、車外に放り出されたり 

します。もし事故にならなくても、急ブレーキをかけるだけで子どもは転倒します 

し、前席のシートなどに衝突します。未来のある子どもを守るためにも、必ず 

チャイルドシートを使用しましょう。（参考 北海道警察ホームページから） 

「あおり運転」は、重大な交通事故につながる悪質・危険な行為で、今年３月には「あおり運転」に関する
規定と罰則を定める道路交通法改正案が閣議決定しました。 
車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、安全な速度での運転を心掛け、十分な車間距離を保つと

ともに、無理な車線変更や追越し等は絶対にやめましょう。もし、あおり運転をされた時の対処方法と予防策
については次のとおりです。 
１ 安全な場所から１１０番通報 
  危険な運転者に追われるなどした場合は、交通事故にあわない場所に避難して、ためらうことなく警察に
１１０番通報をしてください。 

２ 思いやり・ゆずり合いの安全運転 
  車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを持って、ゆず
り合いの運転をすることが大切です。 

  また、事故防止のため、前の車が急に止まっても、追突しないような安全な速度と車間距離をとることが
必要です。 

 
 
 
 
 
 

 

飲酒運転は犯罪です。「飲酒運転をしない、させない、許さない」 

「あおり運転」について 


